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Monthly Happy Communications

 ふれあい
　サイドストーリー 「由利工業の校歌を甲子園で歌う」ことを楽しみに、応援しています

本
荘
郵
便
局
の
配
達
外
務
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
ま
す

本
荘
郵
便
局
の
配
達
外
務
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
ま
す

温泉で

本
荘
郵
便
局
の
配
達
外
務
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
ま
す

本
荘
郵
便
局
の
配
達
外
務
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
ま
す

て
い
ま
す

て
い
ま
す

「
大
変
だ
ね
」と
言
葉
を
い
た
だ
く
こ
と
が
励
み
に

地域で頑張っている皆さんを「ダーツの旅」風に追っています！

　純子さんは日本郵便（株）本荘郵便局の外務員として勤
務しています。「地域の皆さんに笑顔であいさつし、親し
みを持ってもらえるように努めています」。この冬は降雪
が多く、バイクでの配達には苦労したそうですが「郵便物
を手渡した時に『大変だね、ごくろうさま』とねぎらいの
言葉をかけていただくことが多く、また頑張ろうという気
持ちになります」とほほ笑みます。
　純子さんは矢島地域出身で、大学を卒業後に入社し
昨春、結婚を機に古川郵便局（宮城県大崎市）から転任。
温泉やお店巡りが楽しみで「９年ぶりに
見る本荘の街並みは全く変わっていて
驚きました。おしゃれな店が増えてうれ
しいです」と話します。「由利工業高校に
はセンバツで頑張ってほしい。応援して
います！」と力を込めました。

熊谷 純子 さん
KUMAGAI   Junko    

♥31歳、表尾崎町　　♥性格　マイペースで、こつこつと取り組むタイプです。
♥好きな言葉　「一期一会」。地域の皆さんと出会う仕事につき、気さくに声を
　かけてくださる方もいて、そういうふれあいを増やしていきたいと思います。
♥好きな場所　カダーレの「中央図書館」です。落ち着けるので、よく利用します。
♥お世話になっている方へ　女性の配達担当ということで、先輩や同僚の皆さん
　に日頃から助けていただいています。「頼れる先輩方」に感謝しています。

Interactive
Side Story

ているそうです。時のたつのは早い
ものだと感じます。
　夫は生前、『選手、生徒、ＯＢ、関係
者のみんなで、甲子園で校歌を歌い
たい』と話していました。その願い
が実現すれば、どんなにうれしいこ
とでしょう。これまでの新聞記事を
仏前に供え、『もうすぐ開幕です。み
んなが温かく応援しているよ』と
話しています。選手には悔いのない
プレーをして頑張ってほしいと思い
ます。みんなで校歌を歌うことを楽
しみに応援しています」。
※佐藤さんの校歌に寄せる思い
は２月９日の秋田魁新報「えん
ぴつ四季」で紹介されました。

　由利工業高校野球部ＯＢで監督
を務めた故・佐藤銑也（せんや）さん
の奥さんのみつ子さん（69歳・川口）
に校歌に寄せる思いを伺いました。

　「夫は野球部で指導に当たった時
期もありましたが、志半ばの47歳で
他界しました。センバツ初出場の
決定を聞けば、人一倍感激したこと
と思います。特に校歌が大好きで、
お酒が入るとよく歌っていました。
また、『いつか甲子園で全国の皆さ
んに校歌を聴いてもらいたい』と
熱く語っていたことが思い出されま
す。夫の教え子はすでに50代となり、
その息子さんたちが野球部で頑張っ佐藤銑也先生（昭和60年ころ）と当時のユニフォーム

市
か
ら
激
励
金
２
百
万
円
を
贈
呈
。

     

（
３
月
２
日
、由
利
工
業
高
校
で
）

20
年
近
く
交
流
し
て
い
る
石
脇
西
保

育
園
の
園
児
も
手
作
り
の
旗
で
応
援
。

「
フ
ァ
イ
ト
、お
兄
さ
ん！
」（
写
真
下
）

甲
子
園
球
場
で
の
全
力
応
援
を
誓
う
「
由
利
工
業
高
校
応
援
委
員
会
」

由
利
工
業
高
校
が
21
世
紀
枠
で
初
出
場
す
る
「
第
90
回
記
念

選
抜
高
校
野
球
大
会
」（
３
月
23
日
開
幕
）
が
迫
っ
て
き
ま
し
た
。

市
内
か
ら
の
セ
ン
バ
ツ
出
場
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
市

を
挙
げ
た
温
か
な
応
援
の
輪
が
日
を
追
っ
て
大
き
く
な
っ
て

い
ま
す
。
注
目
の
組
み
合
わ
せ
抽
選
会
は
３
月
16
日
に
実
施
。

夢
の
大
舞
台
に
臨
む
由
利
工
業
高
校
を
み
ん
な
で
応
援
し
ま

し
ょ
う
。

　
　
　
　
（
セ
ン
バ
ツ
関
連
の
記
事
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
随
時
、

　
　
　
　
　

お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
）。
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問
い
合
わ
せ
先

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

☎
24―

６
３
４
５
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４
月
１
日
㈰
〜
７
日
㈯
は
春
の
火
災
予
防
運
動

「
火
の
用
心　

こ
と
ば
を
形
に　

習
慣
に
」

　

春
の
火
災
予
防
運
動
は
、
火
災

が
発
生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え
る

に
あ
た
り
、
火
災
予
防
を
日
常
生

活
か
ら
心
掛
け
、
高
齢
者
の
方
を

は
じ
め
と
し
た
皆
さ
ん
の
生
命
と

財
産
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

　

次
の
こ
と
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

○
寝
た
ば
こ
を
し
な
い

○
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離

　

れ
る
と
き
は
必
ず
火
を
消
す

○
暖
房
器
具
付
近
に
燃
え
や
す
い

　

物
を
置
か
な
い

　

林
野
火
災
は
、
例
年
空
気
が
乾

燥
し
や
す
い
春
先
に
多
く
発
生
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
大
規
模
火
災
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。
た
ば
こ
の
不

始
末
な
ど
、
火
気
の
取
り
扱
い
に

は
十
分
に
注
意
し
、
消
火
確
認
を

し
っ
か
り
し
ま
し
ょ
う
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
全
て
の

住
宅
に
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
だ
設
置
し
て
い
な
い

お
宅
は
速
や
か
に
設
置
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
４
月
中
に
消
防
職
員
に

よ
る
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
個
別

訪
問
調
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
皆

さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

※

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
電
池
の

寿
命
は
10
年
が
目
安
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
点
検
ボ
タ
ン
を
押
す
か
点

検
ひ
も
を
引
っ
張
り
、
定
期
的
に

作
動
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

消
防
本
部
予
防
課

☎
22―

４
２
８
７

本
荘
消
防
署

☎
22―

０
０
１
１

矢
島
消
防
署

☎
55―

２
１
１
１
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小
・
中
学
校
児
童
生
徒
の

就
学
費
用
を
援
助
し
ま
す

　

本
市
に
住
所
を
有
し
、
小
・
中

学
校
に
在
学
す
る
児
童
生
徒
の
保

護
者
で
経
済
的
な
理
由
で
お
困
り

の
人
に
対
し
て
、
学
用
品
費
・
給

食
費
な
ど
の
一
部
を
援
助
し
ま
す
。

対
象　

世
帯
員
全
員
の
所
得
額
ま

た
は
収
入
額
が
「
認
定
基
準
額
」

以
下
の
人
（
認
定
基
準
額
は
各
世

帯
の
構
成
員
数
や
年
齢
な
ど
に
よ

り
異
な
り
ま
す
。
）

申
請
方
法　

学
校
教
育
課
、
各
地

域
の
教
育
学
習
課
に
備
え
付
け
の

申
請
書
に
記
入
の
上
、
必
要
書
類

と
と
も
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
時
期　

随
時
受
け
付
け
ま
す
。

４
月
か
ら
新
た
に
小
学
校
お
よ
び

中
学
校
へ
入
学
予
定
の
児
童
生
徒

の
場
合
は
、
４
月
20
日
㈮
ま
で
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※

す
で
に
就
学
援
助
を
受
け
て
い

る
方
の
申
請
は
不
要
で
す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

学
校
教
育
課

☎
32―

１
３
３
０

ま
た
は
各
地
域
教
育
学
習
課

町
内
会
な
ど
の
「
地
域
ミ
ニ
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
事
業
」
を
応
援
し
ま
す

市政情報

◇
地
域
ミ
ニ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　
　
　

活
動
支
援
交
付
金

　

市
で
は
、
町
内
会
な
ど
が
中
心

と
な
っ
て
町
内
会
館
な
ど
を
利
用

し
て
開
催
す
る
「
地
域
ミ
ニ
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
事
業
」
を
支
援
す
る
た

め
、
交
付
金
制
度
を
設
け
て
い
ま

す
。
平
成
30
年
度
の
申
請
は
４
月

２
日
㈪
か
ら
受
け
付
け
ま
す
の
で
、

希
望
さ
れ
る
町
内
会
な
ど
は
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

対
象　

市
内
の
町
内
会
・
自
治
会

な
ど

交
付
対
象
経
費

①
地
域
協
力
員
に
対
す
る
謝
礼
の

　

年
間
総
額
の
３
分
の
２

②
講
師
謝
礼
や
消
耗
品
費

※

①
＋
②
で
上
限
40
万
円

③
初
年
度
に
限
り
、
町
内
会
館
な

　

ど
の
備
品
購
入
費
や
軽
微
な
修

　

繕
費
な
ど
（
上
限
10
万
円
）

申
請
の
手
引
き
配
布
場
所　

３
月

26
日
㈪
か
ら
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民

福
祉
課

※

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●　
　
●

　

■住宅用火災警報器の設置場所

○取り付けが義務
・寝室（全ての階）
・階段の上（寝室が２階以上の
　階にある場合）
○取り付けを奨励
・台所

　

地
元
の
海
で
養
殖
し
た
ワ
カ

メ
と
昆
布
を
即
売
す
る
収
穫
祭

が
２
月
24
日
、
道
の
駅
岩
城
で

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

収
穫
祭
は
道
川
海
の
森
づ
く

り
推
進
協
議
会
（
金
森
巳
嗣
会

長
）
が
開
い
た
も
の
で
、
昨
年

に
続
き
２
年
目
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
販
売
前
か
ら
長
い

行
列
が
で
き
る
盛
況
ぶ
り
。
地

元
は
も
ち
ろ
ん
、
市
外
や
県
外

か
ら
旬
の
味
を
目
当
て
に
訪
れ

た
人
も
多
く
、
６
０
０
㌘
ず
つ

に
袋
詰
め
さ
れ
た
ワ
カ
メ
と
昆

布
が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
て
い
き

ま
し
た
。

　

金
森
会
長
は
「
今
年
の
出
来

は
量
も
味
も
バ
ッ
チ
リ
。
一
度

食
べ
る
と
や
み
つ
き
の
や
わ
ら

か
い
食
感
を
楽
し
ん
で
も
ら
い

た
い
」
と
う
れ
し
そ
う
に
話
し

ま
し
た
。
同
会
で
は
来
年
以
降

も
養
殖
と
即
売
に
取
り
組
ん
で

い
く
予
定
で
す
。

　

第
８
回
市
民
ス
キ
ー
大
会
が

２
月
25
日
、
鳥
海
高
原
矢
島
ス

キ
ー
場
で
行
わ
れ
、
市
民
な
ど

83
人
が
エ
ン
ト
リ
ー
し
、
大
回

転
１
本
制
で
タ
イ
ム
を
競
い
ま

し
た
。

　

大
会
は
、
年
代
・
性
別
で
20

組
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
、
６
歳

か
ら
86
歳
ま
で
の
ス
キ
ー
ヤ
ー

が
参
加
。
選
手
た
ち
は
果
敢
に

旗
門
を
攻
め
、
華
麗
な
曲
線
を

描
き
な
が
ら
コ
ー
ス
を
滑
り
抜

け
て
い
ま
し
た
。

道
川
の
ワ
カ
メ
＆
昆
布
収
穫
祭

採
れ
た
て
の
味
覚
に
長
蛇
の
列

昆布を水揚げする会員 人気を集めた稲わらクラフト作り

第
８
回
市
民
ス
キ
ー
大
会　

大
回
転
で
ス
ピ
ー
ド
競
う

　

市
と
に
か
ほ
市
の
中
学
校
バ

ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
員
を
対
象

と
し
た
ク
リ
ニ
ッ
ク
が
、
２
月

17
日
に
西
目
中
学
校
体
育
館
で

開
催
さ
れ
、
約
１
４
０
人
が
参

加
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
は
本
荘
鶴

舞
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
（
富
樫

敏
典
会
長
）
が
、
子
ど
も
た
ち

の
技
術
向
上
に
つ
な
げ
て
も
ら

お
う
と
開
い
た
も
の
で
、
秋
田

ノ
ー
ザ
ン
ハ
ピ
ネ
ッ
ツ
の
ア
カ

デ
ミ
ー
コ
ー
チ
２
人
が
講
師
を

務
め
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
ド
リ
ブ
ル

技
術
や
相
手
の
か
わ
し
方
な
ど

の
指
導
を
受
け
、
普
段
と
は
違

う
練
習
に
苦
戦
し
な
が
ら
も
、

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
目
指
し
て
真

剣
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク　

ド
リ
ブ
ル
技
術
な
ど
を
学
ぶ

　

コ
メ
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま

な
展
示
や
体
験
を
楽
し
ん
で
も

ら
う
イ
ベ
ン
ト
が
、
２
月
18
日

に
カ
ダ
ー
レ
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
イ
ベ
ン
ト
は
、
身
近
な
コ

メ
へ
の
理
解
を
深
め
、
地
域
の

盛
り
上
げ
に
も
つ
な
げ
よ
う
と
、

由
利
本
荘
市
地
域
を
支
え
る
人

財
育
成
塾
が
初
め
て
開
催
し
た

も
の
で
す
。

　

会
場
に
は
大
勢
の
家
族
連
れ

な
ど
が
詰
め
掛
け
、
餅
つ
き
や

き
り
た
ん
ぽ
作
り
、
稲
わ
ら
ク

ラ
フ
ト
作
り
、
５
種
類
の
コ
メ

の
食
べ
比
べ
な
ど
を
思
い
思
い

に
体
験
し
た
ほ
か
、
超
神
ネ
イ

ガ
ー
シ
ョ
ー
な
ど
の
ス
テ
ー
ジ

イ
ベ
ン
ト
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

会
場
で
は
コ
メ
を
題
材
に
し

た
小
学
生
の
習
字
や
絵
画
、
昔

の
農
具
や
米
俵
の
展
示
も
行
わ

れ
、
訪
れ
た
人
の
目
を
引
い
て

い
ま
し
た
。
釜
台
叶
翔
君
（
７

歳
・
西
目
町
出
戸
）
は
「
お
米

は
塩
お
に
ぎ
り
で
食
べ
る
の
が

好
き
。
今
日
は
餅
つ
き
も
で
き

た
し
ネ
イ
ガ
ー
も
見
ら
れ
て
と

て
も
楽
し
い
で
す
」
と
笑
顔
を

見
せ
ま
し
た
。

米
ま
つ
り
〜
農
Ｒ
ｉ
ｃ
ｅ
農
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
〜

〝
コ
メ
〞
尽
く
し
の
催
し
に
ぎ
わ
う

林
野
火
災
を
防
止
す
る
た
め
に

日
常
で
火
災
を

　
　
　
　

起
こ
さ
な
い
た
め
に

住
宅
用
火
災
警
報
器
を

　
　
　
　
　

設
置
し
ま
し
ょ
う
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◆
医
療
費
の
負
担
を
軽
減
す
る
「
高
額
療
養
費
制
度
」

◆「
高
額
医
療
・
高
額
介
護

　

合
算
療
養
費
制
度
」
が
あ
り
ま
す

　

医
療
機
関
で
か
か
っ
た
医
療
費

の
自
己
負
担
額
は
、
月
額
で
限
度

額
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
限
度

額
を
超
え
た
場
合
、
申
請
を
し
て

認
め
ら
れ
る
と
超
え
た
分
が
高
額

療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

大
き
な
病
気
や
け
が
、
慢
性
疾

患
の
治
療
費
が
か
さ
む
場
合
な
ど

に
被
保
険
者
の
負
担
を
軽
減
す
る

制
度
で
す
。

○
申
請
の
方
法

①
高
額
療
養
費
に
該
当
す
る
場
合

　

に
は
、
市
民
課
か
ら
世
帯
主
宛

　

て
に
通
知
（
診
療
月
の
２
カ
月

　

後
以
降
）
し
ま
す
。

②
通
知
書
と
国
保
の
被
保
険
者
証
、

　

医
療
費
の
領
収
書
、
世
帯
主
の

　

通
帳
・
印
鑑
を
持
参
の
上
、
市

　

民
窓
口
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
各
総

　

合
支
所
市
民
福
祉
課
で
申
請
し

　

て
く
だ
さ
い
。

※

申
請
書
に
は
、
世
帯
主
と
療
養

を
受
け
た
方
全
員
の
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
記
載
が
必
要
で
す
。

③
市
民
課
か
ら
支
給
決
定
通
知
書

　

が
送
付
さ
れ
、
指
定
口
座
へ
高

　

額
療
養
費
が
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

　

医
療
と
介
護
の
両
方
の
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
負
担

を
軽
減
す
る
制
度
で
、
世
帯
内
の

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
方

全
員
が
１
年
間
（
毎
年
８
月
〜
翌

年
７
月
末
）
に
支
払
っ
た
医
療
費

と
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負

担
額
を
合
計
し
、
限
度
額
を
超
え

た
場
合
に
、
そ
の
超
え
た
金
額
を

支
給
し
ま
す
。

○
申
請
手
続
き
の
留
意
点

　

毎
年
８
月
〜
７
月
末
ま
で
の
間

に
次
に
該
当
す
る
方
は
、
転
居
前

の
市
町
村
や
以
前
加
入
し
て
い
た

医
療
保
険
の
窓
口
で
「
自
己
負
担

額
証
明
書
」
の
交
付
申
請
が
必
要

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
他
の
市
町
村
か
ら
転
居
し
た
方

・
他
の
医
療
保
険
か
ら
国
保
に
移

　

ら
れ
た
方

◎
第
三
者
行
為
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　

傷
病
の
治
療

　

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行

為
に
よ
っ
て
傷
病
を
受
け
た
場
合

で
も
、
国
保
で
治
療
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

　

治
療
費
は
加
害
者
が
支
払
う
も

の
で
す
が
、
一
時
的
に
国
保
が
立

て
替
え
払
い
を
し
、
後
か
ら
加
害

者
に
請
求
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、

保
険
者
へ
の
届
け
出
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
示
談
の
前

に
必
ず
市
役
所
に
連
絡
し
、
必
要

書
類
に
つ
い
て
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

◎
保
険
証
使
用
の
制
限

　

病
気
と
み
な
さ
れ
な
い
健
康
診

断
や
美
容
整
形
、
業
務
上
の
病
気

や
け
が
の
た
め
労
災
保
険
の
対
象

と
な
る
も
の
に
は
保
険
証
は
使
え

ま
せ
ん
。
ま
た
、
け
ん
か
や
泥
酔
、

故
意
・
犯
罪
に
よ
る
け
が
や
病
気

に
つ
い
て
は
給
付
の
制
限
の
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
「
70
〜
74
歳
の
方
」
の
医
療

　

国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
が
70

歳
に
な
る
と
、
窓
口
で
の
負
担
割

合
を
記
載
し
た
「
高
齢
受
給
者

証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
（
対
象

の
方
に
市
が
送
付
し
ま
す
）

　

70
歳
の
誕
生
日
の
翌
月
（
誕
生

日
が
１
日
の
方
は
そ
の
月
）
か
ら
、

受
診
の
際
は
「
高
齢
受
給
者
証
」

と
保
険
証
の
両
方
を
医
療
機
関
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
75
歳
の
誕
生
日
当
日
か
ら
は

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
医
療

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
「
後
期

高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
が
交

付
さ
れ
ま
す
。

お
知
ら
せ
し
ま
す

「
国
民
健
康
保
険
」
問
い
合
わ
せ
先　

市
民
課　

国
保
年
金
班　

☎ 

24―

６
２
４
５

　

万
が
一
の
病
気
や
け
が
に
備
え
て
、
加
入
者
が
お
金
（
国
民
健
康
保
険

税
）
を
出
し
合
っ
て
医
療
費
な
ど
を
補
助
す
る
「
助
け
合
い
の
制
度
」
で

す
。
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
や
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
方
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方
以
外
は
全
て
の

方
が
国
保
の
加
入
者
と
な
り
ま
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
と
は

　次のような場合は、14日以内に届けまし
ょう。会社などでは手続きを行いません。

◆国保に加入するとき
　職場の健康保険をやめたときや、職場の
健康保険の被扶養者から外れたとき
　〈手続きに必要なもの〉
　○健康保険資格喪失証明書（職場などで発行）

◆国保を脱退するとき
　職場の健康保険に入ったときや、職場の健康保険の被扶養者になっ
たとき
　〈手続きに必要なもの〉
　○職場の健康保険証または健康保険資格取得証明書
　○国保の保険証

◆その他の届け出と手続きに必要なもの
　・住所、氏名、世帯主が変わったとき…保険証
　・修学のため、別に住所を定めるとき…保険証、在学証明書
　・保険証をなくした、汚れて使えないなど…破損・汚損した保険証

☆国保に関する手続きにはマイナンバーの記入が必要です
　届け出などは世帯主が行うことになっています
ので、世帯主と申請の対象となる方の両方（手続
きによっては申請の対象の方のみ）のマイナンバ
ーが必要です。

☆本人確認にご協力ください
　交付の際は本人確認のため、運転免許証やマイ
ナンバーカードなど、官公署発行の顔写真付き身
分証明書を提示してください。本人確認ができな
い場合には、保険証を自宅に送付します。

国保の「加入・脱退」は窓口での手続きが必要です

※旧ただし書き所得とは、基礎控除後の総所得金額

※70～74歳の方の自己負担限度額は、平成30年８月
　診療分から変更となります。

区　　分

区　　分

限度額

限度額

「70歳未満の方」の自己負担限度額（年額）

「70～74歳の方」の自己負担限度額（年額）

高齢受給者証の負担割合が「３割」と
なっている方
①・③・④以外の方
世帯員全員が住民税非課税の方
③のうち、世帯員全員の所得が一定以
下（年金収入が80万円以下など）の方

②
③

56万円
31万円

67万円①

④ 19万円

212万円

141万円

67万円

60万円
34万円

901万円超
600万円超～
901万円以下
210万円超～
600万円以下

旧ただし書き
所得の世帯合計

210万円以下
世帯員全員が住民税非課税

「70歳未満の方」の自己負担限度額（月額）

「70～74歳の方」の自己負担限度額（月額）

※合算対象基準額（レセプト単位で自己負担額が21,000円）以上の医療費の
合計額で計算されます。

※区分「Ⅳ」および「Ⅲ」の方は、保険証と高齢受給者証の提示で自己負担
限度額が適用されますので、限度額適用認定証は発行されません。
※70～74歳の方の自己負担限度額は、平成30年８月診療分から変更となり
ます。   

用語の説明
●旧ただし書き所得…基礎控除後の総所得金額
●多数該当…過去12カ月間に高額療養費の支給が４回以上あった場合の自己
　負担限度額
●レセプト単位…個人ごと、病院ごと（入院と外来、医科と歯科は別扱い）    
  

Ⅳ

ア

イ

ウ

エ
オ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

多数該当３回目まで所得区分

所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

901万円超 252,600円＋（総医療費
－842,000円）× 1％
167,400円＋（総医療費
－558,000円）× 1％
80,100円＋（総医療費
－267,000円）× 1％

600万円超～
901万円以下
210万円超～
600万円以下

現役並み所得者
（課税所得145
万円以上）

低所得Ⅰ（住民税
非課税で所得が
一定以下）

一般（課税所得
145万円未満）

80,100円＋（総医療費
－267,000円）×1％

低所得Ⅱ（住民税
非課税）

210万円以下 57,600円
35,400円住民税非課税

旧
た
だ
し
書
き
所
得 44,400円

44,400円

57,600円

14,000円
（年間上限144,000円）

8,000円

8,000円

57,600円 44,400円

３回目まで 多数該当

44,400円

24,600円

15,000円

93,000円

140,100円

24,600円

お知らせします　国民健康保険 お知らせします　国民健康保険
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◆
平
成
30
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
す

　

こ
れ
ま
で
国
保
は
市
町
村
が
保

険
者
と
し
て
運
営
し
て
い
ま
し
た

が
、
４
月
１
日
か
ら
国
保
制
度
が

改
正
さ
れ
、
都
道
府
県
が
市
町
村

と
と
も
に
国
保
を
運
営
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
制
度
改

正
の
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　

国
保
制
度
は
「
年
齢
構
成
が
高

く
、
医
療
費
水
準
が
高
い
」
「
所

得
水
準
が
低
く
保
険
料
の
負
担
が

重
い
」
「
財
政
運
営
が
不
安
定
に

な
る
リ
ス
ク
の
高
い
小
規
模
保
険

者
が
多
く
、
財
政
赤
字
の
保
険
者

も
多
く
存
在
す
る
」
と
い
う
構
造

的
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。

国
民
皆
保
険
を
将
来
に
わ
た
っ
て

守
り
続
け
る
た
め
、
平
成
30
年
度

か
ら
都
道
府
県
も
国
民
健
康
保
険

制
度
の
運
営
を
担
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
県
内
で
保
険
税
負
担
を

公
平
に
支
え
合
う
た
め
、
国
保
財

政
は
こ
れ
ま
で
と
比
べ
て
大
き
く

安
定
し
ま
す
。

①
被
保
険
者
証
な
ど
の
様
式
が
変

わ
り
ま
す

　

10
月
１
日
の
保
険
証
一
斉
更
新

か
ら
保
険
証
の
記
載
内
容
が
変
わ

り
ま
す
。
現
在
お
使
い
の
保
険
証

は
記
載
さ
れ
た
有
効
期
限
ま
で
使

用
で
き
ま
す
。

②
国
保
資
格
の
取
得
・
喪
失
が
都

道
府
県
単
位
に
な
り
ま
す

　

同
一
の
都
道
府
県
内
な
ら
、
住

所
変
更
し
て
も
国
保
の
資
格
は
変

わ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
転
居
元
の

市
町
村
へ
保
険
証
を
返
却
し
、
転

居
先
の
市
町
村
か
ら
新
し
い
保
険

証
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

他
の
都
道
府
県
へ
住
所
が
変
わ
っ

た
場
合
に
は
、
国
保
資
格
の
取

得
・
喪
失
が
生
じ
ま
す
。

※

い
ず
れ
の
場
合
で
も
市
町
村
へ

転
入
・
転
出
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

③
高
額
療
養
費
の
多
数
該
当
が
都

道
府
県
単
位
で
通
算
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す

　

同
一
都
道
府
県
内
の
他
市
町
村

へ
の
転
出
な
ど
で
、
世
帯
の
継
続

性
が
保
た
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

４
月
以
降
の
療
養
に
お
い
て
発
生

し
た
高
額
療
養
費
の
多
数
該
当
の

該
当
回
数
は
引
き
継
ぎ
、
通
算
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
通

算
に
よ
り
加
入
者
の
負
担
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。
県
外
市
町
村
へ
転
出

し
た
場
合
の
該
当
回
数
は
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
引
き
継
が
れ
ま
せ
ん
。

　

加
入
者
の
方
の
医
療
の
受
け
方

や
各
種
届
け
出
、
申
請
の
窓
口
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
の
制

度
改
正
に
伴
う
手
続
き
は
あ
り
ま

せ
ん
。

◆
国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
の
健
康
診
断
は…

○
「
国
民
健
康
保
険
特
定
健
診
」

対
象
の
方
へ
４
月
末
頃
に
受
診
券

を
発
送
し
ま
す

　

「
特
定
健
診
」
は
生
活
習
慣
病

の
予
防
に
有
効
な
健
診
で
す
。
年

度
に
一
度
必
ず
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

受
診
方
法
な
ど
詳
し
い
内
容
は
、

受
診
券
（
黄
緑
色
）
と
一
緒
に
お

送
り
す
る
お
知
ら
せ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
国
保
加
入
の
手
続
き
を

し
、
受
診
券
が
届
く
前
に
集
団
健

診
な
ど
を
受
診
す
る
予
定
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
前
も
っ
て
国
保
担
当

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
平
成
29
年
度
人
間
ド
ッ
ク
助
成

金
申
請
の
締
め
切
り
が
間
近
で
す

　

平
成
29
年
度
内
に
受
診
を
し
た

人
間
ド
ッ
ク
の
助
成
金
申
請
は
、

４
月
27
日
㈮
で
締
め
切
り
ま
す
の

で
、
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れ
ず
に
申
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し
て
く
だ
さ

い
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◆「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の

　

交
付
申
請
を
忘
れ
ず
に

　

高
額
な
外
来
診
療
を
受
診
す
る

場
合
や
入
院
す
る
場
合
に
は
「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
（
住
民
税
非

課
税
世
帯
は
「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
）
を
医

療
機
関
窓
口
で
提
示
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
支
払
い
が
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
で
済
み
ま
す
。

　

国
保
の
保
険
証
を
持
参
の
上
、

市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
各
総

合
支
所
市
民
福
祉
課
で
交
付
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
70
〜
74
歳
の
方
で
住
民

税
非
課
税
世
帯
以
外
の
方
は
、
高

齢
受
給
者
証
の
負
担
割
合
に
よ
り

自
己
負
担
限
度
額
が
請
求
さ
れ
ま

す
の
で
、
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　休日や夜間に、軽症の患者さんが救急外来を受診するケース
が増加しています。必要な人が安心して医療が受けられるよう
に、また、医療費を抑えるために、適正な受診を心掛けましょう。

○休日や夜間に受診しようとする時には、平日の時間内に
　受診することができないか、もう一度考えてみましょう。

○かかりつけの医師を持ち、気になることがあったら、ま
　ずは、かかりつけの医師に相談しましょう。

○同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょ
　う。医療費を増やすばかりでなく、重複する検査や投薬
　により、かえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配
　もあります。

○後発医薬品（ジェネリック医薬品）を利用してみましょ
　う。先発医薬品と同等の効能を持つ医薬品で、費用が安
　く済みます。

医療機関や薬局での
　　　　適正な受診を心掛けましょう

※指定難病患者の方は１食260円で変更ありません。

所得区分 ４月から

４月から入院時の食事代が変わります

【多数該当回数のカウントの例】

国保に関する届け出・申請 届け出・申請窓口

・国保の資格の届け出、被保険者証などの交付・再交付
・高額療養費、療養費、葬祭費、出産育児一時金、その他
　給付の申請
・第三者行為による傷病届など

・国保税の賦課、徴収、納付

・特定健診などの保健事業 健康管理課
または各総合支所市民福祉課

税務課国保税班
または各総合支所振興課

市民窓口センター
または各総合支所市民福祉課

平成30年３月まで

引っ越し 引っ越し
○県Ａ市　→　○県Ｂ市　→　▲県Ｃ市

引っ越し
○県Ａ市　→　○県Ｂ市　→　▲県Ｃ市

引っ越し

平成30年４月まで

食事代（1食につき）

460円
210円

160円

100円

３月まで
360円
210円90日までの入院

過去12カ月で90
日を越える入院

低所得Ⅰ（住民税非課税で
一定所得以下）

低所得Ⅱ（住民税
非課税世帯） 160円

100円

一　般

対象者
70歳未満の方

病院・薬局などで事前の手続き

「高齢受給者
証」を窓口に提
示してください

市民窓口センタ
ーまたは各総合
支所市民福祉課
で「限度額適用
認定証」の交付
を申請してくだ
さい

「限度額適用認
定証」を窓口に
提示してくださ
い

申請の必要はあ
りません

70～74歳の
住民税非課税
世帯以外の方

70～74歳の
住民税非課税
世帯の方

臓器提供の意思表示を
したい方は、保険証裏
面の意思表示欄に記入
することで意思を表す
ことができますので、
ご活用ください。

臓器提供の意思表示をしたい方は…

国
保
制
度
の
特
徴
と
改
正
の
目
的

加
入
者
の
方
で
変
わ
る
こ
と

加
入
者
の
方
で
変
わ
ら
な
い
こ
と

Ａ市の国保の資格を
喪失し、Ｂ市の国保
の資格を取得します

Ｂ市の国保の資格を
喪失し、Ｃ市の国保
の資格を取得します

○県の国保の資格喪
失は生じませんが、
Ｂ市の保険証が交付
されます

10月から
多数該当

多数該当が
リセット

７月から多数該当

○県の国保の資格を
喪失し、▲県の国保
の資格を取得します

県
内
転
居

2回目 3回目1回目 2回目 3回目 ４回目1回目

５回目６回目７回目４回目

８月 ９月 10月７月５月 6月４月

2回目 3回目1回目平成30年度以降

診療月

これまで

お知らせします　国民健康保険 お知らせします　国民健康保険

　納期限を過ぎても国保税を納めないでいる
と、督促状が送付されます。さらに、納税相
談や指導が行われてもなお滞納が続くと、有
効期限の短い短期被保険者証が交付されます。
　それでも納税相談をしていただけない場合
や、特別の事情もなく国保税を滞納している
場合には、保険証を返還してもらい、代わり
に資格証明書が交付されます。
　資格証明書は、国保の被保険者であること
だけを示す証明書で、保険証のように医療機
関で保険給付を受けることができないため、
医療費をいったん全額自己負担することにな
ります。

～国保税の
　　　　「滞納」にご注意～








